
〜共生型サービスについて〜 

共生型サービスとは 

共生型サービスは，介護保険サービス事業所が，障害福祉サービスを提供しやすくする

ことを目的に，平成30年4月から始まった制度です。 

現在，介護保険サービスの指定を受けている事業所は，「共生型サービス」として，障

害福祉サービス事業所の指定が受けやすくなる特例があります。 

介護保険サービス事業所が共生型サービスの指定を受けることで， 

  障害児者の利用者にとっては，利用できる事業所の選択肢が増える 

  事業者にとっては，地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことが

できる，などの効果が期待されています。 

共生型サービスの指定申請について 

  介護保険サービス事業所が，「共生型サービス」の指定を受けて障害福祉サービスを提

供する場合，これまで提供していた介護保険サービスと同様の人員配置基準・設備基準

による運営が可能となるほか，指定を受ける際の申請書類について，一部提出を省略で

きるものがあります。 

  詳しくは，障害福祉サービス事業を行おうとする区域を管轄する下記窓口へお問い合わ

せください（事業開始予定日の約3ヶ月前までには，事前相談をお願いします）。 

  鹿児島市で事業を行う場合は，鹿児島市健康福祉局福祉部障害福祉課（電話099-216-

1272）へお問い合わせください。 
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